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対 象 施 設
補助率・
負担率

激甚災害
嵩上げ

法律補助
予算補助 

備考

公共土木施設 公園
2/3～

(北海道、離島、 奄美、 

 沖縄、 小笠原は4/5～)

あり 法律補助（※１）

都市施設等

街路

1/2

― 予算補助（※２）

都市排水施設等

市街地

（堆積土砂排除） あり

予算補助（※２）

激甚災害における
嵩上げは法律補助

（※３）

湛水排除 一団の地域 ― あり
法律補助

（※３ 激甚のみ）
※４

降灰除去
都市排水路
公園
宅地

1/2 ― 法律補助（※５）
査定
手続
なし

都市災害復旧事業の対象

※１ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

※２ 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針 及び 都市災害復旧事業事務取扱方針

※３ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

※４ 実績は昭和34年伊勢湾台風、昭和39年新潟地震の２例のみ

※５ 活動火山対策特別措置法

次頁
以降
詳述
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令和元年東日本台風（台風１９号）における堆積土砂排除事業実施状況

〇台風第19号に伴う出水等により東北管内の各地で多量の土砂が堆積。
〇都市局所管の「堆積土砂排除事業」の活用に向け令和2年1月20～22日に災害査定を実施
〇令和2年度内の撤去完了に向け実施中

山田町

青森県

秋田県

岩手県

山形県
宮城県

福島県

久慈市

丸森町

普代村

【東北管内における堆積土砂排除事業活用状況】

都道府県名 市町村名
撤去土砂量
（ｍ3）

岩手県

久慈市 1,810

普代村 380

山田町 1,200

宮城県 丸森町 108,690

合 計 112,080

土砂堆積・撤去状況

丸森町における災害査定実施状況（令和２年１月２０日）

撤去前 撤去後

普代村

久慈市

撤去前 撤去後

薄平地区 土砂仮置場

［令和２年１月末時点］



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

宅地内からの土砂・がれき撤去の事例ガイド

令和２年３月

～令和元年東日本台風、平成３０年７月豪雨をうけて～
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はじめに

近年、全国各地で台風や地震等により大規模な災害が毎年のように発生しています。

市街地においても、豪雨による土石流や洪水、河川氾濫などにより、土砂・がれきが宅
地等に堆積するなどの甚大な被害が発生しています。

特に、平成３０年７月豪雨や令和元年東日本台風（台風１９号）による被害は甚大であ
り、今後、このような災害が多数発生することが想定されます。

こうした中で、本事例ガイドは、今後同様な災害が発生した際に、宅地等に堆積した土
砂・がれきの撤去に携わる方々が、短時間で撤去のポイント等を理解し、「堆積土砂排
除事業」をスムーズに活用して頂けるように、当事業を活用した市町村を対象にヒアリン
グ調査を行い、市町村が抱く疑問について主な事例と共に解説し、まとめた資料です。

平成３１年４月に、初めて、平成３０年７月豪雨災害を例に事例ガイドをとりまとめたとこ
ろであり、今回、令和元年東日本台風（台風１９号）による被害を踏まえて、改定しました。

今回は、前回までの中国・四国地方の事例に、令和元年東日本台風（台風１９号）によ
り被災した東北・関東地方の事例を加えるとともに、被災した地方自治体から、堆積土砂
排除事業の活用を検討する際に多かった質問事項について、「堆積土砂排除事業の活
用に関する質疑応答」として新たに取りまとめ、追加しました。

今後、本事例ガイドが、市街地に堆積した土砂・がれきの撤去手法に関する理解を深
める一助となり、被災地の速やかな復旧に資することを期待します。
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令和元年東日本台風（台風１９号）の豪雨により、極めて広範囲にわたり、河川の氾濫や
がけ崩れ等が発生。これにより、死者99名、行方不明者3名、住家の全半壊等54,363棟、
住家浸水37,289棟の極めて甚大な被害が広範囲で発生。

北陸新幹線
車両基地

破堤点
（千曲川左岸
58.0k付近）

（越辺川左岸

信濃川水系千曲川（長野県長野市）

荒川水系越辺川（埼玉県東松山市他）
久慈川水系久慈川（茨城県常陸大宮市他）

阿武隈川系阿武隈川（福島県須賀川市他）

破堤点
（久慈川左岸25.5k付近）

※消防庁「令和元年台風第１９号及び前線による大雨による被害及び 消防
機関等の対応状況（第63報） 」（令和元年12月12日 15:00現在）
※上記数値には、10月25日からの大雨による被害状況を含む
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平成30年７月豪雨による被害
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○ 平成30年７月豪雨により、西日本を中心に、広域的かつ同時多発的に、河川の氾濫、内水氾濫、土
石流等が発生。

○ これにより、死者224名、行方不明者8名、住家の全半壊等21,460棟、住家浸水30,439棟の極めて

甚大な被害が広範囲で発生。※１

○ 避難指示（緊急）は最大で915,849世帯・2,007,849名に発令され、その際の避難勧告の発令は
985,555世帯・2,304,296名に上った。 ※２

○ 断水が最大263,593戸発生するなど、ライフラインにも甚大な被害が発生。※３

※１：消防庁「平成３０年７月豪雨及び台風第１２号による被害状況及び消防機関等の対応状況（第５８報）」（平成３０年１１月６日）
※２：内閣府「平成３０年台風第７号及び前線等による被害状況等について（平成３０年７月８日６時００分現在）」
※３：内閣府「平成３０年台風第７号及び前線等による被害状況等について（平成３０年１０月９日１７時００分現在）」

※ 広島県については、避難指示（緊急）（1,553 地区）、避難勧告（128 地区）及び
避難準備・高齢者等避難開始（２地区）を合算して 818,222 世帯、1,837,005 名に発令



市町村が抱く疑問 解説 主な事例

まず、何をどうしたらよいか
分からない

事前に被災を想定、イメージし
た上で方針を決めておくことが
重要です。
・被災状況把握（情報収集）
・担当部署
・堆積土砂排除方針決定
・仮置場選定・確保
・各省庁事業の仕分け
・住民への情報提供手段
・業者の確保
・契約方法（協定） など

被災者に対して、自治体として
の土砂撤去に関する基本方針
を示すことが重要です。

➢ 広島市の対応経緯を参照
【参考１】

➢ 広島市では災害直後（平成30

年7月13日）に「民有地内の堆
積土砂等の撤去について」基
本方針を公表【参考２】

事 例①
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【参考１】平成30年7月豪雨災害における広島市対応経緯

主な項目 内訳別・実施時期

被害状況の把握 7月8日以降順次　

堆積土砂排除の体制確立 7月11日　実施体制・人員確定

仮置場の選定（１次、２次） 広島市地域防災計画に基づき、以下の場所を仮置き場として選定した。

【民有地土砂撤去に関係する仮置場】
　「西部水資源再生センター事業用地」「瀬野川運動公園」「海田町事業用地」「福田消防訓練場」「中山公園」「出島東公園」
「可部運動公園」「矢野南学校予定地」

7月8日　　「中山公園（落合四丁目40）」、「矢野南学校予定地（矢野南三丁目18）」

7月10日　　「可部運動公園（可部町勝木）」

仮置場の確保 7月11日　　「出島東公園（出島一丁目22）」、「瀬野川運動公園（上瀬野町）」

【民有地土砂撤去に関係する仮置場】 7月12日　　「消防局福田消防訓練場（福田町）」

7月18日　　「西部水資源再生センター事業用地（扇二丁目（LECT裏））」

8月2日　　「海田町事業用地（海田町寿町）」

堆積土砂排除方針の策定 7月12日

被災者への対応方針の情報発信 7月13日　基本方針公表

堆積土砂排除業者、運搬業者との契約
7月13日　　「5社」に緊急工事等施行依頼を行った。　その後、随時、緊急工事等施行依頼を行い、最終的には46社に58工
事を依頼した。

堆積土砂排除事業開始 7月16日

堆積土砂総量推計 7月18日

堆積土砂排除完了（宅地・公共施設） 宅地は概ね平成31年度3月末完了予定

堆積土砂最終処分完了 平成31年8月末の予定

仮置場の現状復旧完了 平成31年8月末の予定

9



【参考２】広島市の民有地内堆積土砂等撤去の基本方針
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市町村が抱く疑問 解説 主な事例

被災状況の把握（情報収
集）はどうやって行えばよ
いか

航空写真、住民からの通報、
職員によるパトロールや出先
機関からの情報提供など、複
数の方法を確保しておくことで
速やかに情報収集が可能とな
ります。

➢ 航空写真、住民からの通報、
職員による現地調査など、複
数の方法で行った。（広島市）

➢ 住民からの通報や職員パト
ロール。（熊野町、坂町、西予
市、宇和島市、山田町）

➢ 住民からの要望を受け付けた
後，職員による調査を行い堆
積状況を把握。（三原市）

➢ 国土地理院による被災後の空
中写真の活用や市民センター
等出先機関からの情報提供。
（呉市、宇和島市）

http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/H3

0.taihuu7gou.html#1

事 例②
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市町村が抱く疑問 解説 主な事例

担当部署の決定はどう
やって行えばよいか

予め担当部署を決定しておく
ことで初動を早めることがで
きます。

また住民からの要請は、ある
時期から一気に増えるため、
人員の増員も事前に想定し
ておく必要があります。

新たに、土砂・がれき等の撤
去を担当する専門の部署を
設置することも必要です。

➢ 予め担当部署を決めており、下水道
局河川防災課が対応した。（広島市）

➢ 県の所管部署を参考に町内部の組
織で最も近い部署を窓口・担当として
対応した。（熊野町）

➢ 堆積土砂やがれきの排除に対応す
る「災害廃棄物対策チーム」を設立し、
受付と土砂対応は都市開発課（農地
は農林整備課）が、ガレキは環境管
理課、道路・河川等は土木管理課が
対応することとした。（三原市）
【参考３】

➢ 新たに、土砂・がれき等の撤去や被
災家屋の解体・撤去を担当する専門
チームを設置。（丸森町）【参考３】

事 例③
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市町村が抱く疑問 解説 主な事例

担当部署の決定はどう
やって行えばよいか

➢ 国交省都市局所管事業のため、今後
の補助申請もあるので、都市整備
チームが担当することとした。（山田
町、久慈市）

➢ 家屋解体業務は生活環境課の所掌
であるが、業務過多のため、都市整
備課で引き受けた。当初は都市整備
課の職員5名を配備。相談件数の多
さ、現場対応・住民対応等に時間を
要したことから、一時的に3名増員。
また、生活環境課が所掌である公費
解体業務を、業務過多であり対応困
難とのことで、都市整備課で引き受
け、両業務合わせて最大時15名で対
応。（宇和島市）

事 例③
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【参考３】土砂・がれき撤去の担当部署の設置について
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三原市の例
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復興対策監

災害復旧対策室
◆業務内容
被災した道路や農地・農業用施設、林
業施設等の災害復旧事務を担当します。
室長
室長補佐（兼農林土木災害対策班長）
室長補佐（兼公共土木災害対策班長）
室長補佐
監理班長

【令和元年台風19 号災害関連情報】

丸森町からのお知らせ（第14 号） 【抜粋】
令和元年12 月4 日 丸森町災害対策本部

復興推進室
◆業務内容
災害復興に係る方針及び計画の策定、
復興推進本部の運営、災害復興事業に係
る情報収集、企画立案及び総合調整、災
害復興事業に係る関係機関との連絡調
整、国・県等への復興支援に係る要望関
連事務を担当します。
室長
室長補佐
復興推進班長

災害廃棄物対策室
◆業務内容
土石流や河川はん濫により堆積した土
砂・がれき等の撤去や被災家屋の解体・
撤去等の事務を担当します。
室長
参事（兼室長補佐）
室長補佐（兼堆積土砂対策班長）
廃棄物対策班長

災害からの復旧・復興に向けた新体制をお知らせします

町長を本部長とした「丸森町復興推進本部」を設置するとともに、新たに「復興対策監」を任命し、
災害からの復旧・復興に向けた体制を整え、被災された方々の生活再建と町の復興を
推進します。

【参考３】土砂・がれき撤去の担当部署の設置について



市町村が抱く疑問 解説 主な事例

民有地内の土砂排除方針
の決定はどうやって行えば
よいか

予め民有地内堆積土砂排除
事業に関する基本方針を策定
しておくこと、

また現場の状況に合わせて柔
軟に方針を改定することも重
要です。

➢ 民有地内堆積土砂排除事業に
関する基本方針（平成11年9月
10日策定、平成26年8月22日
改訂）を策定していた。（広島
市）

➢ 丸森町では、被災後（令和元
年11月13日）に「宅地内に流入
し堆積した土砂等の処理につ
いての基本方針」を公表した。
【参考４】

➢ 8月8日に関係者を集めた庁内
の説明会を開催し、現地調査
班の業務の流れや三原市の対
応方針、受付表などで説明を
行ったが、その後現場対応の
疑問点が多く出たので、２回に
わたって方針や判断基準を改
定した。（三原市）【参考５】

➢ 「二次災害のおそれや衛生上
等公益上必要」と判断できるも
のを事業の適用対象とした。
（宇和島市）

事 例④
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【参考４】丸森町の民有地内堆積土砂等撤去の基本方針
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【参考５】三原市の民有地における土砂・がれき撤去方針

18



市町村が抱く疑問 解説 主な事例

土砂等の仮置き場を確保
するためにはどうすればよ
いか

地域防災計画等の中で処分
場、仮置場（仮置場の役割（積
替え、分別）や場所）を位置づ
けておくことが重要です。

なお、候補地は、立地条件、
前面道路幅、所有者、面積、
土地利用、輸送ルートなどを
考慮することが必要です。

➢ 地域防災計画に「災害廃棄物
及び土砂の処理体制の整備」
として仮置場及び処分場の候
補地を予め選定していた。（広
島市）【参考６】

➢ 災害土砂は、やむなく最終処
分とし、近隣の民間処分場に
仮置き土砂の状態を確認し受
け入れてもらった。（熊野町）

➢ 台風の予報が出た時点で万が
一の事態に備え、東日本大震
災で活用した仮置き場を候補
地として選定していた。（山田
町）

事 例⑤
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【参考６】広島市地域防災計画「仮置場候補地」
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市町村が抱く疑問 解説 主な事例

土砂排除にあたって、省庁
別の事業の住み分けをど
ういう考えで行えばよいか

国土交通省、環境省、林野庁
など複数の関連事業があるた
め、事業毎の実施可能箇所を
確認し、どのエリアをどの事業
を使って効率よく実施するかを
決める必要があります。

➢ がれきが混ざった宅地内につ
いては、現地で分別し、土砂は
堆積土砂排除事業で対応し、
がれきは災害廃棄物等処理事
業(環境省)で対応した。（家屋
が土砂で埋塞しており現地分
別が困難な箇所は、ほぼ公費
解体（環境省）となっている。）
（宇和島市）

➢ 土砂とがれきについて、発生個
所において分別可能であった
ため、あらかじめ分別したうえ
で、土砂は国交省事業、がれ
きは環境省事業とそれぞれで
処理をした。（久慈市）

➢ 国土交通省の堆積土砂排除事
業と、林野庁所管の災害関連
緊急治山事業、環境省所管の
災害等廃棄物処理事業で実施
することとし、二重採択防止の
ため、関係機関で協定を締結
した。 （西予市）【参考７】

事 例⑥
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【参考７】西予市の明間地区の事業区分

◇環境省事業：家屋のがれき部分のみ
◇国土交通省事業：宅地及び生活道の範囲でがれきを除く範囲
◇林野庁事業：堆積土砂排除事業で実施する生活道を境に上部範囲
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市町村が抱く疑問 解説 主な事例

民有地の土砂を市町村
で撤去することにしたが、
どのようなやり方がある
か

苦情や手戻りがないよう申請者、
施工業者、自治体の３者、ある
いは申請者と自治体の２者で立
ち会うやり方など、被災状況や
人員体制に応じて適宜やり方を
決める必要があります。

また申請窓口を被災地域内に開
設し、速やかに対応できる体制
づくりもあわせて検討する必要
があります。

➢ 土砂排除作業着手前に、事業
申請者と施工業者、町の３者で
現地立ち会いし、実施範囲を
確認し、手戻りや苦情がないよ
うにした。（熊野町）

➢ 呉市天応地区などは、市民セ
ンターが避難所や地域の拠点
となっており、宅地内土砂の撤
去に関する情報を収集しなが
ら対応した。（呉市）

➢ 市で土のう袋を配布するととも
に、宅地前道路を集積場に指
定し、住民及びボランティアに
より集積場に出された土のう及
び土砂を市が撤去した。（久慈
市）

事 例⑦
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市町村が抱く疑問 解説 主な事例

ボランティアとの調整は
どうすればよいか

ボランティアとの作業分担は、
・二次災害の危険性

・作業難易度（人力での対応可
否）など

を考慮して検討する必要があり
ます。

➢ 原則、自力での排出が困難な
規模の大きな事案について直
接排除することとし、小規模・
簡易なものについては、ボラン
ティア窓口と連携して作業箇所
を振り分けた。（熊野町）

➢ 二次災害のおそれがない、ま
たは衛生上等公益上必要でな
いと判断した場合、家屋解体
が決定していれば災害廃棄物
処理事業で対応したが、家屋
解体の予定がない場合の土砂
排除については、ボランティア
の活用を検討した。（宇和島
市）

➢ 調整の必要がある場合にはボ
ランティアセンターから連絡を
してもらい対応することとした。
（山田町）

➢ 家の周り(外)の土砂は自衛隊
や住民で概ね撤去できたため、
主に家の中（床下等）の土砂撤
去をお願いした。（普代村）

事 例⑧

24



市町村が抱く疑問 解説 主な事例

ボランティアとの調整は
どうすればよいか

➢ 県庁で日々開催された「関係
者打合せ」において、災害
NGO結・県社協・市社協との
調整や現地での個別調整を
行った。（長野市）

事 例⑧
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市町村が抱く疑問 解説 主な事例

（遠隔地の）民有地所有
者から土砂撤去の了解
を取り付けるにはどうす
ればよいか

被災後に空き家の所有者を特定
するには多大な労力を要します。
特に警戒区域内にある空き家に
ついては、日頃より所有者の特
定と連絡先を把握しておくことが
重要です。

遠隔地にいる所有者に対しては、
ご自身の宅地の被害状況や土
砂撤去の同意書のみならず

✓ 被災地周辺の被害状況（写
真等）

✓ 復旧・復興に関する様々な支
援制度 等

の情報もあわせて郵送すること
で、土砂撤去の了解が得やすく
なると思われます。

➢ 非住家所有者の連絡先が不明な所
があったが、自治会長が親戚を知っ
ており、そこから所有者の連絡先が
分かり、電話により了解を得た。遠
隔地居住者は災害が起きたことは
ニュース等で知っているが、自治体
がどのような支援を行っているかは
知らない。土砂撤去だけでなく他の
支援制度もあわせて説明を行い一
緒に復旧に取り組もうという気持ち
を持って頂けたので了解を得られた。
（宇和島市）

➢ 遠方におられる方の住所を調べて
現場の写真（写真は市職員が撮影）
や同意書を郵送して実施した。住所
は遠方に避難された方は区役所で
避難先を調べたり、空き家物件があ
れば法務局で調べるなどした。（広
島市）

➢ 市外在住の方は郵送により同意を
取り付けた。土砂撤去時に家屋へ
の立ち入りや工作物の撤去が必要
な場合などは土地所有者に現場立
会を依頼した。現場立会を断られた
案件はなかった（三原市）。

事 例⑨
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市町村が抱く疑問 解説 主な事例

決定した土砂排除方針
を市民にどうやって周知
すればよいか

土砂排除に関して、よくある質問
に対するQ&Aなど分かりやすい
資料をチラシ、HPなど様々な手

法で情報提供する必要がありま
す。

また被災地近くの公民館や市民
センターなどに窓口を設置するこ
とも有効と思われます。

被災地区の防災行政無線で被
災者にお知らせすることも有効
です。

➢ 被害が分散し、公費撤去の情
報を知らない方のために自費
撤去に対する償還払い制度の
案内、Q&Aをチラシ、HP等で
周知。（呉市）【参考８・９】

➢ 防災行政無線を活用した。（山
田町、久慈市）

事 例⑩
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【参考８】呉市の公費撤去を依頼する方への広報(1/2)
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【参考８】呉市の公費撤去を依頼する方への広報(2/2)
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【参考９】呉市の既に自費撤去された方への広報(1/2)
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【参考９】呉市の既に自費撤去された方への広報(2/2)
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市町村が抱く疑問 解説 主な事例

撤去業者を確保するため
にはどうすればよいか

予め災害発生時に業者や業
界団体等と協定を締結してお
くことが重要です。

自治体内に業者が少ない場合
は国や県と速やかに調整し、
業者を確保することも重要で
す。

➢ 作業員、機械等の確保につい
ては、「広島市災害応急対策に
係る協力事業者の登録等に関
する要綱」により、災害時にお
ける事業者の協力体制を予め
整備していた。（広島市）

➢ 宅内土砂の施工箇所の近隣で
他の災害復旧事業に従事して
いる業者を優先して依頼し業
者の確保ができた。（熊野町）

➢ 広島県に相談し、町外の土木
業者の紹介をお願いした。広
島市内の業者を約15社紹介し
てもらい、対応が可能となり堆
積土砂の排除がスムーズに進
められた。（坂町）

➢ 業者と単価契約を行い、１社随
契で速やかに対応した。（宇和
島市）

➢ 災害協定に基づき、地元建設
業協会に業者を確保してもらっ
た。（山田町、久慈市）

事 例⑪
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市町村が抱く疑問 解説 主な事例

交通渋滞により堆積土砂
運搬に支障を来たした場
合の工夫は

堆積土砂の搬出がスムーズに
行えるルート（自動車専用道な
ど）がある場合は、運搬車両を
優先的に通行させることにつ
いて道路管理者等と速やかに
協議する必要があります。

必要に応じて、各道路管理者
等により構成される「災害時の
渋滞対策に関する交通マネジ
メントに関する検討会」などを
立ち上げ、災害対応について
関係者が連携し実施する必要
があります。

➢ 有料道路を管理する公社等と
協議して、災害土砂運搬車両
は無料通行可能とすることとし、
搬出に係る時間の短縮を図っ
た。（熊野町）

➢ 平成３０年７月豪雨災害直後、
整備局や県、市、警察などで構
成される「広島県災害時渋滞
対策協議会」を設置し、広域迂
回への誘導、緊急交差点改良、
他モードとの交通連携等のソフ
ト・ハードの渋滞対策を実施。
（広島市、呉市等）【参考10】

➢ 昼間は市民・ボランティアによ
る作業が行われることや災害
ゴミを被災地から搬出する作
業と調整し、夜間に土砂運搬
作業を行った。また、地域内は
道が狭いため、時間帯により
警察等の協力を得て一方通行
とするなど混乱の低減を図った。
（長野市）

事 例⑫
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【参考10】災害時交通マネジメント検討会の事例
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市町村が抱く疑問 解説 主な事例

国の支援制度はあるのか 災害救助法、堆積土砂排除事
業と災害等廃棄物処理事業を
参照下さい。

【参考11・12・13・14】

堆積土砂排除事業と災
害廃棄物等処理事業を
活用するためにはどうし
たらよいか

土砂→堆積、がれき→廃棄物

だが、一括撤去スキームもあ
ります。

【参考15】

市町村に代わり、迅速な
土砂・がれきの撤去のた
め、民有地所有者自ら
が業者と契約し実施する
場合、補助対象となるの
か。

土砂混じりがれきが生活環境
保全上の支障を生じており、
民有地所有者との間で事務委
任の手続きがなされている場
合、災害等廃棄物処理事業費
補助金の対象となる場合はあ
ります。

【参考16】

事 例⑬
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【参考１１】発災時の宅地内にある廃棄物・土砂の排出に係る
国から被災自治体への支援制度

36

※市区町村が事業を行う前に、所有者等が事業者に依頼し、宅地からの撤去を行った場合の手続きについては、環境省にお問い合わせ願います。



【参考１２】災害救助法の概要（内閣府防災所管）

37

障害物の除去

※ 下線部は特別基準の設定が可能なもの。



【参考１３】災害等廃棄物処理事業について（環境省所管）
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【参考１４】堆積土砂排除事業について

下記以外
（宅地）

道路、河川、
公園等

農地、
公立学校等 再利用

負担法等による
災害復旧事業

他省庁所管

市街地における堆積

災害廃棄物等

◆適用除外
① 指定した場所以外に捨てられた土砂
② 事業実施が確認できないもの
③ 自衛隊等が無償で実施したもの又は

 他事業によって実施されたもの

市町村長が
指定した
集積場

処分場

搬出（※） 排除

補助対象

直接排除（※）

市町村の市街地※１における（ａ）～（ｃ）のいずれかの場合において、市町村長が①又は②を排除する事業
  （他の法令により処理されるものを除く） 【補助率１／２】

（ａ）堆積土砂※２の総量が30,000㎥以上
（ｂ）一団をなす堆積土砂が2,000㎥以上
（ｃ）50m以内の間隔で連続する土砂が2,000㎥以上

①市町村長が指定した場所に搬出集積された堆積土砂
②市町村長が公益上重大な支障があると認めて搬出集
積又は直接排除された堆積土砂

※１ 都市計画区域内及び同区域外の集落地（独立した家屋が10戸以上隣接）  
※２ 災害により発生した土砂の流入、崩壊等により堆積した異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等

【事業範囲】

（※）市町村長が公益上必要と認める場合は
補助対象
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【参考１５】令和元年東日本台風（台風19号）の堆積土砂排除事業の活用

○令和元年東日本台風（台風19号）により、まちなかに廃棄物やがれきとともに大量の土砂が堆積。
 ○国土交通省と環境省が連携し、宅地内やまちなかに堆積した廃棄物や土砂を一括して撤去できる
スキームを活用し、市町村が行う土砂等の撤去を促進し、被災者の生活の早期再建を支援。

土砂 

 （国交省）

がれき
（環境省）

宅地
（民有地）

土砂等
（国交省）

公共
施設

（道路等）

国交省と環境省が
連携して、市町村
による地区単位で
の一括撤去を支援

（１）生活の再建

➢ 廃棄物・土砂の撤去

－環境省・防衛省と連携して、家屋内を含めて宅地内やまちなかに堆積
 した土砂等の迅速な撤去を実施
－市区町村の一括撤去に係る自治体の実質的な負担を軽減

「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージ」の概要 【東日本台風により被災し、堆積土砂排除事業を活用する地方公共団体】

７県１３市町村

県 名 市 町 名

岩手県 久慈市、山田町、普代村

宮城県 丸森町

栃木県 佐野市

群馬県 富岡市、嬬恋村

埼玉県 さいたま市、川越市、吉見町

東京都 八王子市

長野県 長野市、佐久市

事業実施後

【事業実施例（群馬県富岡市内匠（たくみ）地区）】

事業実施前

●被災自治体（８県２１市町）に本省都市局職
員を派遣。
土砂の堆積状況の把握及び被災自治体に
対する技術的助言を実施。

事業活用に向け国交省より事業制度を説明

○がれき、土砂排除の連携スキーム

●自治体の要請に基づき、応援職員のための
調整を実施。（平成30年7月豪雨の際に堆積土砂
排除事業の実施経験のある自治体より派遣）

派遣先：岩手県普代村、宮城県丸森町

○本省からの職員派遣等による技術支援

令和元年11月7日：台風第19号等被災者生活支援チーム

※下線の３市町は、環境省と連携を実施。
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○ まちなかに廃棄物やがれきとともに大量の土砂が堆積。
 ○ 国土交通省と環境省が連携して、市町村が一括撤去できるスキームを構築し、堆積した廃棄物、 
がれき、土砂の迅速な撤去を促進し、被災者の方々の生活や生業の早期再建につなげる。

まちなかに堆積したがれき、土砂を迅速に撤去する

新たなスキーム 

「平成30年７月豪雨 生活・生業再建支援パッケージ」
(平成30年８月２日 平成30年７月豪雨被災者生活支援チーム決定)

➢ 被害の大きい地区で工程表作成
➢ 国交省等のリエゾンによる技術支援
➢ 手続きの簡素化や自治体の実質的な負担軽減

土砂 

 （国交省）

がれき
（環境省）

宅地
（民有地）

土砂等
（国交省）

公共
施設

（道路等）

国交省と環境省が
連携して、
自治体が地区単位
で一括撤去

加えて

（１）生活の再建
➢ 廃棄物、がれき、土砂の処理

・廃棄物、がれき、土砂の処理や被災した廃棄物処理施設の復旧に対し
市町村等への的確な財政支援

・まちなかの廃棄物、がれき、土砂を市町村が一括撤去できる制度構築
被災者自らが廃棄物、がれき、土砂を撤去した場合の費用を事後請求で
きるよう、運用上の取扱いを明確化

「平成30年７月豪雨 生活・生業再建支援パッケージ」の概要 

【堆積土砂排除事業を活用する地方公共団体】

１７市町で活用

事業実施前 事業実施後

【事業実施例（広島県坂町小屋浦地区）】

【参考１５】平成３０年７月豪雨の堆積土砂排除事業の活用
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県 名 市 町 名

兵庫県 神戸市

岡山県 倉敷市

広島県
広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、
福山市、東広島市、江田島市、府中町、
海田町、熊野町、坂町

愛媛県 宇和島市、西予市

福岡県 太宰府市

※下線の１１市町が環境省と連携



【参考１５】土砂・がれき撤去の事業区分

流木混じり土砂

ガレキ流木混じり
土砂

分別

土砂

流木

【処分】

分別

ガレキ

【運搬】

※国交事業は、二次災害のおそれや公衆衛生等公益上必要であれば、
 市町村による直接除去も積極的に実施可

※環境省事業は、市町村による直接排除可

国交省都市
局（堆積土砂
排除事業）

環境省（災害
等廃棄物処
理事業）

流木混じり土砂 災害復旧事業分別 土砂等

○宅地内

○道路等公共土木施設内

流木

土砂

【運搬】
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【参考１５】土砂・がれき撤去の事業区分（先に道路啓開を行う場合）

ガレキ流木混じり
土砂

土砂

流木

【処分】

【分別】

ガレキ

【運搬】

※国交省事業は、二次被害のおそれや衛生上等
 公益上必要であれば、市町村による直接除去も
 積極的に実施可

※環境省事業は、市町村による直接排除可

国交省都市局
（堆積土砂排除
事業）

環境省

（災害等廃棄物
処理事業）

○宅地内

重量等に応じて按分
・ガレキ ：環境省
・流木、土砂：国交省

• 各事業は、査定前着工可
• 宅地内は、事前にどの事業でやるかを決定し、契約・業者等を分ける必要はなく、一体で実施可
• 宅地内は、事後的に、災害査定申請において、分類する
• 堆積土砂の堆積厚の証拠（高さが分かる写真、計測）を残しておくこと

流木混じり土砂 災害復旧事業土砂等

○道路等公共土木施設内

【分別】

【運搬】

【運搬】

市町村による一括発注
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【参考１５】土砂・がれき撤去の事業区分
（宅地・道路等が一様に埋没している場合）

ガレキ流木混じり
土砂

土砂

流木

【処分】

【分別】
ガレキ

【運搬】

※堆積土砂排除事業は、二次被害のおそれや公衆衛生上等
 公益上必要であれば、市町村による直接除去も積極的に実施可

国交省
（堆積土砂
排除事業）

環境省
（災害等廃棄物
処理事業）

○宅地内

• 各事業は、査定前着工可
• 宅地内は、事前にどの事業でやるかを決定し、契約・業者等を分ける必要はなく、一体で実施可
• 宅地内は、事後的に、災害査定申請において、分類する
• 堆積土砂の堆積厚の証拠（高さが分かる写真、計測）を残しておくこと

○道路等公共土木施設内

ガレキ流木混じり
土砂 土砂等 災害復旧事業

市町村による一括発注

【運搬】

○宅地と公共施設：面積按分

費用
○宅地内：重量等に応じて按分
・ガレキ ：環境省
・流木、土砂：国交省
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【参考１６】所有者等によって土砂混じりがれきを撤去した場合の費用償還の事例
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【参考１６】所有者等によって土砂混じりがれきを撤去した場合の費用償還の事例
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「土砂撤去」についての市町村アンケート集計結果
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直接排除の実施など、個人の宅地に関しても行政が積極的に支援することが必要

あらかじめマニュアル等を作成し、
被災時の庁内体制、出動フロー、土捨場の確保などを定める事前準備が必要

被災直後から事業の経験を有した人員の派遣や助言が求められる

事業の説明会や勉強会に災害担当者が定期的に参加することが必要

詳細は次ページ以降を参照

令和元年東日本台風（台風１９号）等において浸水や土砂崩落などにより宅地等に甚大な被害が発生した。
その被害対応に「堆積土砂排除事業」等を活用頂いているが、今後の更なる事業の活用等へ向け、
初動対応や体制、課題などの把握を行うことを目的としたアンケート調査を実施した。

〇アンケート概要
・調査目的：土砂撤去について、初動対応や体制、手法、課題等を調査・分析し、

 今後の更なる事業の活用を図る
・調査対象：令和元年東日本台風（台風19号）の被害に伴い

「堆積土砂排除事業」を活用した１３自治体（７都県の８市３町２村）
・実施期間：令和２年１月８日～24日
・調査方法：調査対象自治体に電子メールにて依頼すると共に、必要に応じて聞き取り調査を実施

その結果として、速やかな土砂撤去のためには、以下の点が重要と考えられる。



10月中旬

3団体

10月下旬

 4団体

11月上旬

 2団体

11月中旬

 1団体

12月下旬

 1団体

「土砂撤去」についての市町村アンケート集計結果

１ 事前準備

➢ 事前にマニュアル等の作成が行われていた地方公共団体は１３団体のうち、２団体
➢ マニュアル等を作成していた２団体は、10月中旬には担当部署が決定し、速やかに対応できた。

※地域防災計画や水防計画にがれき処理や土砂撤去等の市町村の対応を事前に定めていた。
➢ マニュアル等を作成していなかった11団体は、担当部署の決定が11月～12月になるなど、

その後の事業スケジュールに影響があった。

事前にマニュアル等を作成していたか

作成していた

 2団体

作成していない 

11団体

担当部署の決定時期

令和元年東日本台風（台風19号）の被害に伴い堆積土砂排除事業等を活用している
７都県の８市３町２村の自治体を対象にアンケート調査を実施

10月中旬

2団体

担当部署の決定時期

〇主なアンケート結果

◆電話対応に追われ、なかなか現地に行くことができなかった。また、行政がどこまで対応するかの線引きが難しかった

◆堆積土砂排除の補助があるとは知らず、どのような内容を把握すべきかの知識が無かった

◆インフラや小中学校等の復旧を優先したため、宅地の土砂排除は後回しとなった

◆環境部局との連携が必要であり、業務分担等どうするか決まらなかった

あらかじめマニュアル等を作成し、
被災時の庁内体制、出動フロー、土捨場の確保などを定める事前準備が必要 48



(１) 行政による直接排除の実施

◆危険が伴う場所については行政から業者へ依頼した

◆地権者からの相談や申し入れがあり、手作業で撤去ができないことを条件に行政による直接排除を実施した

(２) がれき撤去との連携

◆住民等に対し、土砂とがれきを可能な限り分別するよう要請したが、分別できなかった土砂を一緒に排除した

「土砂撤去」についての市町村アンケート集計結果
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➢ 住民やボランティアでの土砂撤去が困難な場合、積極的に行政による直接排除が実施された
➢ 土砂とがれきの分別が困難な場合には環境省との連携がとられた

２ 宅地等への行政支援

(１) 直接排除の実施

実施した

 6団体

実施していない

 7団体

一緒に排除した

 3団体

一緒に排除しなかった

 10団体

(２) がれき撤去との連携

直接排除の実施など、
個人の宅地に関しても行政が積極的に支援することが必要



「土砂撤去」についての市町村アンケート集計結果

３ その他

(１)人員体制について
〇主なアンケート結果
◆土砂撤去には多くの人員、土木技師の知識が必要であり、
 小さな自治体で実施していくのは困難
◆他自治体からの支援（人員派遣）は非常に役に立った
（堆積土砂排除事業の経験のある職員を６自治体より派遣）

被災直後から事業の経験を有した人員の派遣や助言が求められる

(２)事業の認識について
〇主なアンケート結果
◆事業内容について、担当者が熟知しておく必要がある
＜事業内容の認識不足により生じた事例＞
・土砂撤去前の被災している写真を撮影していない箇所があり、
査定時に苦労した
・複数の建設業者で直接排除を実施したが、
撤去土量の把握を統一基準で指示できていなかったため、まとめるのに苦慮した
・独立した家屋が10戸以上隣接し、かつ被災戸数が10戸以上だと、
都市計画区域外でも補助対象になると知らなかった

事業の説明会や勉強会に災害担当者が定期的に参加することが必要

既に知っていた

 2団体

発災後知った

 11団体

堆積土砂排除事業を知っていたか
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【問合せ先】

事例ガイド・堆積土砂排除事業について 国土交通省都市局都市安全課
電話：03-5253-8402

災害救助法について 内閣府防災
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者行政担当）
電話：03-5253-2111

災害等廃棄物処理事業について 環境省
環境再生・資源循環局環境再生事業担当参事官付
災害廃棄物対策室
電話：03-5521-8358
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